
白岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の理由 

  職員を派遣する公益的法人等に公益社団法人白岡市シルバー人材センターを加えるた

め、白岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正するものである。 

 

２ 改正の概要 

  公益社団法人白岡市シルバー人材センターへ市行政の知識と経験を有する職員を派遣

し人的援助を行うことで、円滑で効率的な事業運営を図り、高齢者に対する地域支援を

増進するものである。 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 

 


